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滋賀県メディカルコントロール協議会 議事録

（平成２２年度第１回会議）

１ 日時

平成２３年２月８日(火) １５：００から１６：１５まで

２ 場所

滋賀県庁本館２階 防災対策会議室

３ 出席者

出席委員：廣瀬邦彦会長、磯部亀三郎委員、市川正春委員、江口豊委員、

角野文彦委員、笠原恒夫委員、勝身真理子委員、久保善久委員、

佐藤公彦委員、須貝順子委員、瀬戸昌子委員、中野宗城委員、

中村隆志委員、八田敬次委員、森村秀紀委員、山下勇委員、

若林正道委員、渡邊一良委員

欠席委員：小野進委員（代理出席：田畑貴久氏）、金子隆昭委員、田中賢治委員、

渡邉信介委員

事 務 局：西島参事、藤田主査（滋賀県防災危機管理局）

森本参事、岡本主任主事（滋賀県健康福祉部医務薬務課）

傍 聴：なし

４ 内容

開会

（１） 会議の公開等について

事 務 局：只今から滋賀県メディカルコントロール協議会平成２２年度第１回会議を開

催いたします。私は、滋賀県防災危機管理局の西島と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。本日の会議につきましては、滋賀県メディカルコントロ

ール協議会公開方針および傍聴要領に基づきまして公開することになっており

ましたが、傍聴希望者と報道関係者の申し出はございませんでしたので御報告

いたします。
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（２）あいさつ

小椋局長：滋賀県防災危機管理局長の小椋でございます。委員の皆様には、ご多忙の中、

滋賀県メディカルコントロール協議会に御出席をいただきまして誠にありがと

うございます。また日頃から、本県の救急医療と消防・防災行政の推進に多大

なる御協力と御支援をいただいておりますことに、この場をお借りして御礼を

申し上げます。

平成２１年の５月に消防法が改正されました。この法律は、傷病者の搬送と

受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、都道府県が傷病者の搬送および受入

れの実施基準を定めるとともに、当該実施基準に関する協議を行うため、医療

機関や消防機関等の関係者を構成員とする協議会を設置するよう法律として定

められたものでございます。

これに伴いまして、滋賀県では滋賀県メディカルコントロール協議会を知事

の附属機関として位置づけまして、昨年２月９日に協議会を設置させて頂いた

ところでございます。その中で、協議会のもとに実施基準策定部会を置きまし

て、実施基準策定に向けた検討を進めることが決められたところでもございま

す。

当該実施基準策定部会におきましては、昨年５月１４日に開催いたしました

第１回目の部会を皮切りに計４回にわたって開催いたしましたところ、部会委

員の皆様には熱心に議論を重ねていただいたところでございます。また部会で

審議された内容をもとに各地域 MC 協議会でも議論をしていただくなど広く関
係者の意見を伺いながら実施基準のとりまとめにあたっていただきました。

本日の協議会では、部会でまとめられました実施基準につきまして、皆様に

御審議をお願いしているところでございます。今回いただきます審議結果につ

きましては、後日、協議会会長から知事に答申をしていただく予定としており

ます。

消防法改正の背景ともなりました、御承知のことではございますが、救急車

の搬送に時間を要するいわゆる「たらい回し」事案につきましては、幸いなこ

とに本県では発生いたしておりません。これもひとえに、県内の医療機関や消

防機関の関係者の皆様のたゆまぬ御努力によるものと重ねて御礼を申し上げま

す。

救急医療に携わる医師や施設、設備を十分に確保するという中長期的な取り

組むべき課題はございますが、本県では絶対に「たらい回し」事案を発生させ

ないためにも、今ある救急医療資源をもとにした実施基準の策定が必要である

と認識いたしておる次第でございます。

本日、御審議いただく実施基準の本格運用につきましては、今年の４月以降
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となりますが、本県の適切な救急搬送と受入体制をより一層確保できますよう、

県といたしましても実施基準策定以降も尽力をして参りたいと考えている所存

でございます。

結びにあたりまして、本県における医療救急体制を一層充実させるため皆様

方の御支援、御協力をお願い申し上げまして、はなはだ簡単ではございますが、

開会にあたっての私からの挨拶とさせていただきます。

本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。

（３）自己紹介

事 務 局：それでは、今回は今年度第１回目の会議ということでございますので、本日

お集まりの皆様の御紹介をさせていただきたいと存じます。資料１に、滋賀県

メディカルコントロール協議会の委員名簿をお配りさせていただいております

が、私の方からは、席次表の順番で御紹介をさせていただきますので、大変申

し訳ございませんが、その場でお立ちいただきまして所属等の簡単な自己紹介

をお願いいたしたいと存じます。最初に、大津赤十字病院の院長でいらっしゃ

います廣瀬会長です。

廣瀬会長：廣瀬でございます。よろしくお願いします。

事 務 局：滋賀医科大学医学部附属病院の江口会長代行でいらっしゃいます。

江口委員：江口です。よろしくお願いします。

事 務 局：今日は、滋賀県医師会の理事でいらっしゃいます野洲病院長の渡邉信介先生

がお越しの予定でありましたが、諸用のため欠席をされておられます。

滋賀県病院協会の佐藤委員でいらっしゃいます。

佐藤委員：佐藤です。病院協会からまいりました。よろしくお願いします。

事 務 局：済生会滋賀県病院の中村委員でいらっしゃいます。

中村委員：中村でございます。よろしくお願いします。

事 務 局：公立甲賀病院の渡邊委員でいらっしゃいます。
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渡邊委員：渡邊です。よろしくお願いします。

事 務 局：近江八幡市立総合医療センターの須貝委員でいらっしゃいます。

須貝委員：須貝でございます。よろしくお願いします。

事 務 局：彦根市立病院の金子委員でいらっしゃいますが、本日は、欠席をされておら

れますのでよろしくお願いいたします。

続きまして、長浜赤十字病院の小野委員に代わられまして、今日は、田畑先

生が御出席をいただいております。

田 畑 氏：小野の代理でまいりました田畑です。よろしくお願いいたします。

事 務 局：公立高島総合病院の市川委員でいらっしゃいます。

市川委員：市川と申します。よろしくお願いいたします。

事 務 局：今日は、大津市消防局の田中委員が諸用のため欠席をされておられます。

湖南広域消防局の中野委員でいらっしゃいます。

中野委員：湖南消防の中野でございます。どうぞよろしくお願いします。

事 務 局：甲賀広域行政組合消防本部の森村委員でいらっしゃいます。

森村委員：甲賀消防の森村です。どうぞよろしくお願いします。

事 務 局：東近江行政組合消防本部の久保委員でいらっしゃいます。

久保委員：東近江の久保です。どうぞよろしくお願いします。

事 務 局：愛知郡広域行政組合消防本部の磯部委員でいらっしゃいます。

磯部委員：愛知消防の磯部です。どうぞよろしくお願いします。

事 務 局：彦根市消防本部の笠原委員でいらっしゃいます。
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笠原委員：彦根消防の笠原と申します。よろしくお願いします。

事 務 局：湖北地域消防本部の若林委員でいらっしゃいます。

若林委員：湖北消防の若林です。よろしくお願いします。

事 務 局：高島市消防本部の山下委員でいらっしゃいます。

山下委員：高島消防の山下です。どうかよろしくお願いいたします。

事 務 局：県の医務薬務課長の八田委員でいらっしゃいます。

八田委員：八田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

事 務 局：東近江保健所長の瀬戸委員でいらっしゃいます。

瀬戸委員：瀬戸でございます。よろしくお願いいたします。

事 務 局：防災危機管理局の副局長の勝身でございます。

勝身委員：勝身でございます。よろしくお願いします。

事 務 局：健康推進課長の角野委員でございますが、本日、別の会議が重なっておりま

して、会議が終わり次第、出席される予定となっております。

続きまして、事務局職員について御紹介をさせていただきます。健康福祉部

医務薬務課の森本参事でいらっしゃいます。

事 務 局：森本でございます。よろしくお願いいたします。

事 務 局：同じく岡本主任主事です。

事 務 局：岡本です。よろしくお願いいたします。

事 務 局：防災危機管理局の藤田でございます。

事 務 局：藤田です。よろしくお願いします。 
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事 務 局：西島です。どうかよろしくお願いします。

（４）会長あいさつ

事 務 局：それでは、本日の議題に入らせていただきます。最初に、会長挨拶でござい

ますが、廣瀬会長より御挨拶をいただきまして、その後の議事進行につきまし

ても廣瀬会長にお願いをいたしたいと存じます。

廣瀬会長：改めまして廣瀬でございます。よろしくお願いいたします。先ほど、小椋局

長から御挨拶がありましたとおり、最近でこそ新聞報道がございませんけれど

も、一時は、頻繁に「たらい回し」の事案があり、飛び込み出産、重症合併症

の方が亡くなられたこともあり、非常に社会問題になったことは御存知だと思

います。

幸いなことに滋賀県におきましては、そういう新聞報道になるまでの事案は

ありませんでした。それは、お互いに喜ばなければならないことですし、胸を

張らなければならいないことだと思っております。

ただ、そのような事案を背景にして平成２１年５月に消防法の一部改正がご

ざいまして、同じ年の１０月に施行されました。その中で、メディカルコント

ロール協議会を都道府県ごとに設置して、実施基準を作成することが法律で述

べられたところでございまして、当県におきましても、昨年の２月９日にメデ

ィカルコントロール協議会が発足したところでございます。

当時は、協議会の名前の問題でもめていたのですが、従来からメディカルコ

ントロール協議会がございまして、消防法のメディカルコントロール協議会と

の整合性をどうするかということがあり、第１回の協議会の中で、実施基準策

定部会と、従来のメディカルコントロール協議会をメディカルコントロール部

会とするということで、２つの部会を設けるということで御了解いただいたと

ころでございます。

そうした中、ＭＣ協議会実施基準策定部会で、法律に決められている迅速で

適切な受け入れ態勢をどうするかというマニュアル作りを行ったところでござ

います。

この実施基準策定部会は、ここにおられます○○委員が部会長として、昨年、

非常に精力的に、また、熱心に協議していただき、４回にわたって協議いただ

きまして、本日ここに、案として提案させていただくところでございます。

ここにおられる委員の方々も、実施基準策定部会の委員として協議に参加し

ていただいたところでございます。また、消防機関の方々もたくさん御参加い

ただいて、この案の施案に御協力いただきましたことに改めまして御礼申し上
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げます。 
それでは、この案について、本日の会議で御検討いただきますことをお願い

して私の挨拶にかえさせていただきます。

（５）実施基準（案）について

廣瀬会長：それでは、議案にそって進めさせていただきます。議題の２でございます。

実施基準案について、よろしくお願いいたします。それでは、○○先生から御

報告をいただきます。 

○○委員：○○でございます。小椋局長そして廣瀬院長からお話がありましたように部

会を４回、その過程で、地域メディカルコントロール協議会を開いていただき

熱心な御討議をしていただきました。そのおかげをもちまして、消防法改正の

趣旨に添う滋賀県の現状にあった案を作成することができました。

この場をお借りしまして、部会また各地域メディカルコントロール協議会の

皆さまに御礼を申し上げたいと思います。

本日は、その御審議について、よろしくお願いいたします。

廣瀬会長：ありがとうございました。それでは、事務局より説明をお願いします。

事 務 局：防災危機管理局の藤田でございます。私の方からは、お配りさせていただい

ております資料１から資料５までを簡単に説明させていただきます。

まず、資料１でございますが、これは滋賀県メディカルコントロール協議会

の委員名簿となっております。委員の任期につきましては、平成２２年２月９

日から２年間になっております。今回の名簿につきましては、平成２２年４月

１日の人事異動を反映した委員名簿となっております。この委員の皆様につき

ましては、消防法で定められております１号から５号委員という形になってお

ります。１号委員につきましては消防機関の職員、２号委員につきましては医

療機関の管理者、また３号委員につきましては診療に関する学識経験者の団体

と、４号委員につきましては都道府県の職員、５号委員につきましては学識経

験者と、それぞれ御推薦いただきまして、資料１の委員名簿の形になっており

ます。

次に、資料２ですけれども、実施基準策定部会の委員名簿であります。実施

基準の策定部会につきましては、平成２２年３月２５日からの任期になってお

ります。こちらにつきましても、４月１日の人事異動を反映した名簿となって

おります。今年度、この部会委員の皆様に実施基準の案を作成して頂いたとこ
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ろであります。実施基準策定部会の委員につきましては、滋賀県メディカルコ

ントロール協議会の設置要綱の中で、県メディカルコントロール協議会の会長

が指名するものとなっておりますので、会長より指名して頂きました医療関係

と消防機関の関係者ということで１７名となっております。実施基準策定部会

の医療関係の先生方につきましては、ＭＣ協議会の２号委員また５号委員の先

生方に兼務という形で就いていただいております。また、消防機関の職員につ

きましては、救急救命士の資格をもった職員ということで、各消防本部から御

推薦いただいた委員に就いていただきました。資料２にあげておりますメンバ

ーで実施基準について議論していただいたことになっております。

次に、資料３でございます。資料３につきましては、昨年度から今日までの

経過をまとめております。この内容につきましては、簡単に説明をさせていた

だきます。まず、平成２１年５月に消防法の一部を改正する法律が公布されて

おります。内容につきましては、県で実施基準を定めること、実施基準は医療

計画との調和を保つものであること、実施基準はその内容を公表すること、消

防機関は実施基準を遵守すること、医療機関は実施基準を尊重すること、県は

実施基準策定に関する協議会を組織すること、協議会は実施基準に関する必要

な意見を述べることができるという改正になりました。これが１０月３０日に

施行されまして、１１月１８日に滋賀県メディカルコントロール協議会の設置

要綱を施行させていただいております。これまでの滋賀県メディカルコントロ

ール協議会を消防法改正に基づく法定協議会ということで知事の附属機関とし

て新たな協議会を設けた形になります。平成２２年２月９日に第１回目の滋賀

県メディカルコントロール協議会を開催させてもらっております。その時に、

協議会のもとに実施基準策定部会とメディカルコントロール部会を置いて議論

を進めるということの了解をいただいております。そして、５月１４日に実施

基準策定部会の第１回、続いて７月９日、１２月３日また１月７日と開催しま

して、今年度の実施基準策定部会は４回開催させていただきました。また、８

月から９月の間に、各地域メディカルコントロール協議会で、実施基準案につ

いての意見のとりまとめをしていただき、医療機関リストについても作成して

いただいております。なお、今年度につきましては、実施基準の策定が最優先

ということで実施基準策定部会の開催を数多く開催させていただいたところで

ございます。そして、２月８日、本日ですが、今年度の第１回目の滋賀県メデ

ィカルコントロール協議会ということで実施基準の審議をいただく場となって

おります。また、今後の予定としましては、２月中に、本日の協議会で実施基

準案の御承認をいただきましたら協議会の会長より知事へ実施基準の答申をし

ていただくことになっております。また、知事への答申が終わりましたら３月

中に滋賀県での決裁を得て、４月１日に実施基準の施行ということで、今後、
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事務を進めたいと思っております。

続きまして、資料４でありますが、実施基準（案）の概要をまとめさせてい

ただきました。また、資料５が実施基準策定部会で作成していただきました案

となっております。それでは、資料４と資料５を使いながら説明をさせていた

だきます。

まず、資料４の実施基準（案）の概要についてでありますが、実施基準の取

り扱い等ということで、まず実施基準の策定の前提でありますが、１つ目に現

状の医療資源を前提とすること、２つ目に新たな義務を医療機関に課すもので

はないこと、また３つ目が医療機関と消防機関の連携強化をはかるもの、４つ

目が救急搬送から救急医療の提供までの迅速かつ適切な実施を図るものという

前提となっております。次に実施基準の取り扱いですけれども、１つ目が医療

機関と消防機関が取り扱うものであり、実施基準につきましては一般の方が取

り扱うものではないということで、あくまで関係者が使うルールになっており

ます。２つ目に県で定めるものと、これは消防法で定められております。３つ

目に実施基準を消防法で定める以下のとおり分類するということで、第１号か

ら第７号までの分類をさせていただいております。４つ目が医学的知見に基づ

き医療計画との調和を保つ、５つ目が実施基準の内容を公表するということで

実施基準が策定できましたら県のホームページ等で公開していきたいと思って

おります。６つ目が消防機関は実施基準を遵守する、７つ目が医療機関は実施

基準を尊重するよう努める、８つ目が策定後も必要に応じて実施基準の検証を

行うと、以上が実施基準の取り扱いとなります。それでは、第１号から第７号

まで分類しておりますが、実施基準策定部会におきましては、消防法で定めま

す第１号から第６号までについて議論をしていただき策定させてもらっており

ます。第７号のその他の基準につきましては、都道府県で定める事項というこ

とになっておりますので、この部分を除いて、実施基準策定部会で議論してい

ただいておりますので、知事への答申の後に第７号のその他基準を付け加えて

県で決裁を得たいと思っております。

それでは、まず第１号の分類基準ということで、資料５の１ページからにな

ります。こちらにつきましては、緊急性と専門性の２つの分類としております。

緊急性につきましては、生命に影響を及ぼすような緊急性の高いものというこ

とで、重篤、脳卒中疑い、心筋梗塞疑い、外傷、中毒、熱傷としております。

また、専門性につきましては、専門性が高いものということで、重症度・緊急

度が高い妊産婦、重症度・緊急度が高い小児、心臓・大血管損傷が疑われる外

傷、切断（不全切断を含む。）としております。国が示しておりますのは、緊急

性と専門性に加えて特殊性という３つの分類になっておりましたが、滋賀県に

おきましては、特殊性は、今回の議論から外すということで、緊急性と専門性
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の２つに絞って議論を進めさせていただきました。ただし、特殊性につきまし

て実施基準に反映させる必要があるというような状況になりましたら、その時

点で実施基準を改正という形で内容を見直していきたいと思っております。と

りあえず、スタートの段階といたしましては、緊急性と専門性の２つの分類と

いう形にさせてもらっています。１ページにつきましては、緊急性の重篤と重

篤の判断のバイタルサインをあげさせてもらっております。２ページにつきま

しては新生児・乳幼児の重篤を判断するバイタルサインをあげさせていただい

ております。また、症状・病態等によって重症度・緊急度が高いものとしまし

て脳卒中、心筋梗塞、外傷、中毒、熱傷をあげさせていただいております。４

ページにつきましては、緊急性における搬送先医療機関のフロー図ということ

で、救急隊が傷病者の観察を行い、このフロー図に従って、搬送先がどの病院

になるのかを導き出すフロー図になっております。５ページにつきましては、

専門性の内容についてあげさせてもらっております。以後、６ページ、７ペー

ジ、８ページがそれに関係するフロー図となっております。第１号の分類基準

につきましては以上であります。

次に、資料４に戻りますけれども、第２号の医療機関リストについてでござ

います。この医療機関リストにつきましては、二次救急医療を担う救急告示病

院の現状に応じたリストを作成するということで、県内の３３の医療機関を掲

載させてもらっております。また、重症度・緊急度が高い妊産婦にかかるリス

トについては、周産期医療体制整備計画との整合を図るということで、医療機

関リストの別表という形で表を設けさせていただいております。また、分類基

準で定められた緊急性と専門性の他に、内科系と外科系を記載しております。

また、対応できる専門医が常勤しており、常時対応できる疾患については「○」

を、時間帯によって対応できる疾患については「△」を記載しております。

その医療機関リストにつきましては、資料５の１０ページになっております。

医療機関リストとして、１ページに収まるように作成しております。これにつ

きましては、保健医療圏ごとに三次救急医療機関と二次救急医療機関の３３の

医療機関を記載しております。このリストの中央あたりに二重線で仕切らせて

いただいているのですが、これより左が分類基準に基づきます緊急性と専門性

について、対応できる疾患は「○」、また時間帯によって対応できる疾患は「△」

を記載させていただいております。二重線よりも右側につきましては、内科系

と外科系として分類基準以外の疾患の傷病者を医療機関に搬送する場合の判断

材料にするということで、消防機関からの要望もあり、分類基準以外の疾患を

内科系と外科系という診療科目で記載をさせていただきました。「○」につきま

しては、専門医が常勤しており、オンコール対応を含めて２４時間３６５日対

応できるものを、「△」につきましては、時間帯によって対応できるものを記載
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させていただいております。ただし、「○」になっておりましても、必ず２４時

間３６５日対応するということは現実的に不可能な部分もありますので、一応

常時対応できるということになっております。従いまして、「○」になっていて

も対応できない場合もあるということで御了承願いたいと思っております。こ

の医療機関リストにつきましては、各地域ＭＣ協議会で２回にわたって、議論

していただいて「○」と「△」の記載をしていただいております。また、この

記載部分につきましては、来年度以降、「○」が「△」に、「△」が「○」に変

更となることも考えられますので、状況に応じて変更を加えていきたいと思っ

ております。次に、１１ページですけれども、専門性の重症度・緊急度が高い

妊産婦の部分だけ別表としております。これにつきましては、周産期医療体制

整備計画との整合性を図るということで、このような別表を作成しております。

医療機関リストにつきましては以上でございます。

次に、第３号の観察基準であります。これにつきましては、現状の各消防本

部の救急救命士の方の観察基準を参考にするということ、またガイドラインも

参考にするということで資料５の１２ページから１５ページまでが観察基準と

いうことにさせてもらっております。この内容につきましては、実施基準策定

部会の皆様にも確認いただいておりますし、これまでの業務の中で活用してい

ただいている内容をあげさせてもらっています。

次に、第４号の選定基準につきましては、消防機関が傷病者の搬送を行う医

療機関を選定するための基準ということで、傷病者に適した区分の医療機関の

中から搬送時間が最短の医療機関を選択することを原則としております。ただ

し、救急現場では色々な状況が考えられますので、その状況に応じて選択をす

るために病院群輪番制の当番医療機関、かかりつけ医療機関、救急告示医療機

関以外の医療機関、救急医療情報システムまた傷病者等の意向、県外の医療機

関等から総合的に判断して選定することとしております。

資料５の１６ページに、１番から８番まで選定基準を記載しております。冒

頭の説明文の後に、括弧書きで「順不同」と記載しておりますが、この番号は、

１番、２番、３番と順番に選定にあたるのではなく、大原則としては一番搬送

時間が短い医療機関を選択するということになるのですが、ここの番号付けに

よって順番にやっていきますと、逆に病院の選定に時間がかかってしまうとい

うことで、実施基準を策定したにも関わらず逆に搬送に時間を要する結果とな

ってしまっては困りますので、番号はつけていますが、順番という事でなく項

目として８つを意味するものでありまして、状況に応じて医療機関を選定した

理由が、どれかに該当するように項目を記載しております。以上が選定基準で

あります。

次に、第５号の伝達基準でありますが、消防機関が傷病者の搬送を行う時に
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医療機関に対して傷病者の状況を伝達するための基準となっています。まず伝

達基準としましては、医療機関選定の判断材料になった事項をわかりやすい言

葉で伝達する。救急救命士等が情報伝達にあたり、医師等が対応するように努

める。また、年齢、性別、受傷機転、観察結果、既病歴、応急処置内容、かか

りつけ医などの伝達事項を伝える、また、伝達事項以外でも状況に応じて必要

な情報を伝達することとしております。資料５の１７ページですが、とにかく

わかりやすい言葉で医療機関に伝達するということで、３の伝達事項に（１）

から（１２）までの事項を記載しております。ただし、伝達事項の全部を報告

するということではなく、その場の状況に応じて必要な情報を医療機関に提供

するということと、逆に、伝達事項にない項目につきましても必要に応じて伝

達するということにさせてもらっております。

次に、第６号の受入医療機関確保基準ですが、傷病者の受入れに関する消防

機関と医療機関との間の合意を形成するための基準と、その他傷病者の受入れ

を行う医療機関の確保に資する事項ということで定めております。資料４の第

６号の（１）の傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関の合意の形成をす

るための基準ということで、まず救急隊は搬送先医療機関の医師の要請により

転送に対応できるように協力するものとさせていただきました。また、搬送先

医療機関が決まらない場合は、「照会回数４回以上」または「現場滞在時間３０

分以上」と定めております。搬送先が確定できない時は、救命救急センターま

たは滋賀医科大学医学部附属病院に搬送するとさせていただきました。（２）は、

その他傷病者の受入れを行う医療機関確保ということで、病院群輪番制や救急

医療情報システムを活用するということになっております。

資料５の１８ページですが、この部分につきましては、まず１の（１）につ

きまして、救急隊は状況に応じて搬送先医療機関の医師の要請によって転送に

も対応できるように協力するものとしておりますが、この部分につきましては、

どのように表現するのかということで色々な意見がございまして、相当に御議

論をいただいたところでもあります。実際に、病院に一旦搬送してから他の病

院に転送するということを現場の救急隊の方にしていただいているということ

でございますが、それを文章上どのように表現するのかということで議論を重

ねた結果でございます。とりあえず医療機関に傷病者の受入れをしていただく

のに全ての処置を頼みますと、断られる医療機関もあると。一部の処置なら対

応できる病院もあるということで、一部の処置をできる病院に一旦搬送して、

残る処置を行える病院に転送していただくということで、少しでも受入病院を

増やし、病院側も受入をしやすくして頂くということにしました。その部分で

救急隊の方に転送への御協力を願うということでございます。また、転送先の

医療機関の選定につきましては、医療機関の先生の協力を得て消防機関が選定
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することとしました。その部分での必要な情報につきましては、医療機関同士

で連絡していただくという内容になっております。次に、傷病者の受入れに時

間を要する場合とは、医療機関への「照会回数が４回以上」または「現場滞在

時間が３０分以上」となった場合をいいます。その場合に（３）で記載させて

もらっています最終的な県内の医療機関の受入先ということで救命救急センタ

ーと後方支援病院である滋賀医科大学医学部附属病院に搬送するということに

させていただいております。次に、２のその他傷病者の受入れを行う医療機関

の確保に資する事項ということで、１つ目に病院群輪番制の活用、２つ目に滋

賀県広域災害・救急医療情報システムを活用するということでこの２つの事項

を記載しております。以上が、今年度の実施基準策定部会で作成して頂きまし

た実施基準の案となっております。

資料４になりますけれども、第７号のその他基準は、都道府県で定める事項

ということで、この号につきましては、別途、防災ヘリコプターとドクターヘ

リコプターの要請等に関する事項について記載したいと思っております。以上

で実施基準の案についての説明を終わらせていただきます。

廣瀬会長：ありがとうございました。只今、○○委員より報告と事務局より説明があり

ましたが、専門的な事項も出てきましたので、これについて委員の皆様方の御

協議をよろしくお願いしたいと思います。冒頭に発言がありましたとおり、特

殊性については、今回は省いております。今後、必要であれば協議するという

形にさせていただきましたので御了承ください。何か御意見等はございません

でしょうか。

○○委員：先ほど分類基準の中で、今回は特殊性を外すという説明があったのですが、

その特殊性という言葉の意味ですが、現在、防災ヘリとドクターヘリの運用が

ありますね。ドクターヘリの運用につきましても、選定基準は、これに右にな

らへで使われるのですね。 

廣瀬会長：ドクターヘリに関しましては、御存知のとおり大阪府との共同運航というこ

とになっています。今のところは共同運航に関する策定作業をやっているとこ

ろでありまして、別途、運航委員会で行っています。

○○委員：その部分が、特殊性にあたるのかどうかと思いまして。

廣瀬会長：特殊性の説明につきましては、事務局からお願いします。
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事 務 局：ここの特殊性につきましては、急性アルコール中毒、また国で例示している

ものでは精神疾患などが挙げられています。精神疾患につきましては、別に精

神医療の協議会がございます。その協議会から、現時点では実施基準に精神疾

患を載せないでほしいという御意見をいただいておりますので、今後、この精

神医療の協議会において実施基準に精神疾患を載せるという判断になりました

ら、実施基準に記載したいと思っております。ただし、精神疾患を、特殊性と

して載せるのか、専門性として載せるのかについて議論が必要となると思って

おります。

廣瀬会長：他にも耳鼻科とか眼科救急など、挙げだしたら色々あるわけですけれども、

この特殊診療科のことに関しましては、今回は触れておりません。

○○委員：わかりました。

廣瀬会長：他に何かございますか。

○○委員：１つ確認させていただきたい点と、１つは言葉の表現としてどうかという点

があるのですけども。資料５の１７ページに伝達事項が１２項目ある中の１２

項目目に「かかりつけ医、あれば患者の ID番号」とありますが、この「あれば」
という表現をしなければいけないのかと。例えば３番のように括弧書きで拾っ

ておくとか。突然に「あれば」という表現は、文章表現的にどうかと思いまし

た。もう１つの確認は、１８ページの１の（２）の「照会回数４回以上」また

は「現場滞在期間３０分以上」を要する場合は、（３）に最終的な受入医療機関

が救命救急センターまたは滋賀医科大学医学部附属病院となっておりますが、

この場合は、救命救急センターか滋賀医科大学医学部附属病院でフォローして

いただけるわけですから「たらい回し」といったものは、必然的に短時間で解

消できるという解釈をしておけばいいのかどうかということを確認させていた

だききたいと思います。

○○委員：御質問ありがとうございます。１８ページの「あれば患者のＩＤ番号」の「あ

れば」という部分は、随分議論したのですけど、ＩＤ番号探すために取りに帰

るとか、そういう時にどうするだろうということで、「あれば」という曖昧な表

現ではありますが、現場では、このような表現でわかるのではないかなという

気がしておりました。取りに帰る必要はないと、わかる範囲内でという意味で、

このような表現にしたと理解しておりますが委員の皆様いかがでしょうか。
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廣瀬会長：こういう文書では出てこない表現という意味で、違和感があるという御指摘

です。

○○委員：救急隊に言われても、救急車から降りて家族が家の中に取りに帰るというよ

うなことは無いということです。

廣瀬会長：意味はわかっているわけですね。事務局から何か案はありますか。

○○委員：確かに、口語調でよくないということは理解できます。

廣瀬会長：そういうことです。他の表現がないのかと。言っていることは、もう十分ご

理解されています。

○○委員：病院側としては、できればＩＤが「あれば」ということでありまして。

事 務 局：今の「あれば」の部分ですが、伝達事項の枠の中の米印に、上記の全て伝達

するのではなく傷病者の状況に応じて必要な事項を選択し簡潔に伝達するとい

う米印の文章が入っていますので、この「あれば」という表現を取っても別に

絶対条件ではないというように読み取れるかなと思いますが。

廣瀬会長：下の米印の注釈から、「かかりつけ医、患者の ID 番号」とするということで

すね。

事 務 局：この（１）から（１２）の全てというわけではないという米印の説明書きが

あるためです。

○○委員：救急隊の運用でございます。救急隊の皆様の御意見を尊重させていただいた

らいいと思いますけども、言葉で誤解がないように伝わればと思いますが。

廣瀬会長：持っている人とかね。わざわざそのために探しに帰れという事はやめた方が

いいかなと思います。常にＩＤ番号を持って歩く人は少ないと思いますけどね。

○○委員：「その他患者の ID 番号など」という表現の方が表現的にはいいのかと思った

のですが。



16 

○○委員：口語調ですが、こういう「あれば患者の ID」というのは、現場の救急隊の人

がわかりやすいというならば、これは現場での活用でございますので許される

のかなとも思います。現場の皆様の御意見はいかがでしょうか。

廣瀬会長：どうでしょうか。他の委員の方々、使うのは救急隊ですので。わかればいい

ということでよろしいですか。この件は、こういうことでさせていただきます。

それからもう１つのご質問の２の事ですね。（２）のところで４回以上または

３０分以上ということと、次の（３）の事との関係を聞かれているわけですけ

ども。

○○委員：これが、今回の消防法の改正の核心だと思うのですけど、滋賀県の救命救急

センターは疲弊しておりますので、今回、緊急性と専門性以外に、内科系と外

科系という二次救急病院を頼る項目を作りまして、できるだけ救命救急センタ

ーに集まらないようにしましたので、「たらい回し」がなくなるというのが原則

でございます。従いまして、「照会回数４回以上」「現場滞在時間３０分以上」

であれば救命救急センターと滋賀医科大学医学部附属病院は断ることができな

いと理解しております。

廣瀬会長：ありがとうございます。よろしいでしょうか。一局集中という事だけは、や

めたいというのが趣旨でございますので。

○○委員：○○消防の○○です。今の質問に関連しまして確認ですけれども、先生がお

っしゃいましたように、我々消防として、この実施基準における救急搬送に関

して一番関心が高いのが第６号ですけども、管内の救命救急センターへ搬送が

集中すると管外の救命救急センターへ搬送が必要になりますが、そういうこと

がなくなると期待してよろしいのですね。

○○委員：県内４か所の救命救急センターの中での振り分けということですね。その内

容については、そこまで想定していなかったので、直近の救命救急センターだ

と私は理解していたのですけど。実際に大津赤十字病院では、管外から傷病者

が来ているというのが現状でございまして、実際にそういうことが起こってい

るのですけど。救命救急センターの現状から○○病院の○○先生、何か御意見

はございますか。

廣瀬会長：○○先生、○○病院の現状からお願いします。



17 

○○委員：○○病院の現状を申し上げますと、湖南圏域以外の救急車を実数として、ト

ータルで年間５，０００件近くありますが、その内の１５%くらいです。

廣瀬会長：○○病院の○○先生はどうでしょうか。

○○委員：東近江圏域でも管外からはもちろんいいのですが、今、御議論いただいてい

る６号の１の（２）と（３）の理解が、共通認識をもっておかないと、最終の

滋賀医科大学医学部附属病院と４救命救急センターが全て吸収できるかという

と、我々のところもベッドが満床という状況はありますので、ここは共通認識

を持っていただきたいなと思います。

廣瀬会長：極端な話、最初から救命救急センターに搬送したら考えなくてもいいのでは

ないかとなってしまいますので。それが今回の一番のポイントです。○○病院

の○○先生お願いします。

○ ○ 氏：○○病院の場合ですと、二次医療圏としてみた場合は、ほぼ９０％は受入れ

をさせいただいていると思います。三次医療圏として彦根管内が入ってくるの

ですが、彦根管内と高島管内の北部からも来ますので、二次医療圏以外の三次

医療圏は１０％弱くらいだと思います。

廣瀬会長：よろしいでしょうか。考え方としては全県的に広い範囲で受け入れるという

ことがもともとの発想の基本でございますので、救命救急センターに集中する

ということだけは、最初から運ぶということはできるだけ避けたいという発想

のもとにできあがっているんです。

○○委員：わかりました。去年までは、救急搬送件数が少し減っていたのですけども、

今年の救急搬送件数が増えまして、これからもっと増えてくるのではないかな

という懸念をしています。

廣瀬会長：おっしゃるとおりだと思います。確かに昨年の暮れから増えているのですよ

ね。その他に何か御意見はございますでしょうか。

○○委員：○○協会の○○です。従来の救急体制と、これを作ってからの体制と一番基

本的に違うところはどういうところですか。
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○○委員：先ほど申しましたように二次救急医療病院の内科系と外科系の医療機関リス

トを作りましたが、それを担当するドクターが異動しますと対応内容が変わり

ます。しかし、それを認めてリアルタイムで救急医療情報システムにリンクし

ておりますし、形骸化したものではなくて、実際に各病院の対応をしっかりと

表記するという具体的なところがいいところかと思っております。各告示病院

等々、実際のオンコール対応も含めて「○」「△」を記載しましたので、しっか

りやっていきたいと思います。

○○委員：病院の情報を出すということはよくわかりましたけど、ここにある選定基準

の第４号と各委員の方が話されたところをうつしますと、これまでとそんなに

変わらないので安心したといいますか、いい実施基準を作っていただいてよか

ったと思っております。やはり医療資源というのはそんなに変わるものではな

いですので、変に基準をきつく作られると、病院はたちまち困ってしまうので

はないかと思いましたけど、この内容を見てると安心するような感じのものな

ので、ありがたいなと思います。

廣瀬会長：ありがとうございました。全くそのとおりでございまして、現在の滋賀県の

体制というのは、私は、非常にうまくいっているのではないかと基本的に思っ

ておりますので、それらをいじらずにということが１点目、２点目は、救急告

示病院の活性化ということもお願いしたいということがあると思っております。

そういうふうに見ていただけたらいいと思いますし、こういうことをやった上

で、救急告示病院の活性化が絵に描いたとおりになっているかどうかというこ

とも、今後、見直していく必要があろうかと思っております。そういう意味に

おいても、より良くなる可能性のためにしていかなければならない作業だと思

っております。

○○委員：もう１点、一旦、患者を診れば責任が生じて、最後まで見なければならない

のではないかという救急の現場のストレスがありまして、それを軽減するため

にも、転送を救急隊に御協力願って、自分の病院で診られるとこをしっかり診

て、診られない部分は、次の病院にお願いするというシステムを、地域全体で、

滋賀県全体で医療の質を上げたいという願いがございますので、各病院におき

ましては、受入れの敷居を高くして、予防的に止まることの無いように配慮し

てございますので、廣瀬院長が言われたようにそういう活性化ができるのでは

ないかと理解しているところです。今後、変えることでデータを集積して、そ

れを現場にお返しして活かしていきたいと思っておりますのでよろしくお願い

します。
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廣瀬会長：ありがとうございます、その他に何か御意見はございますでしょうか。

○○委員：○○病院の○○です。今、先生がおっしゃったように二次救急医療病院の活

性化を図るために今回の取り決めを、現場のドクターに届ける必要があると思

いますが、現場がころころと変わるという状況をですね、前回、地域に持ち帰

って集まっていただいて、状況がどうなっているのかよくわかったのですが、

そういう救急の問題を取り扱う場が欠けている病院が、二次救急医療病院でも、

規模が非常に小さければ色々な問題を扱ってその場で急遽話し合っていただけ

ればいいと思います。そもそも病院でも、救急の専門の委員会というようなも

のがございませんし、病院によっては。そういたしますと、こういった問題が

変化した時の対応がなかなかできないのではないかというようなことを危惧い

たします。

廣瀬会長：おっしゃるとおりだと思います。ただ、規模の小さい病院にあんまりプレッ

シャーかけると離脱してしまうということもあると思います。それを、我々の

仲間として受け入れる寛容さというのも必要かなと思いますので、そのバラン

スが難しいかなと私は思っております。できるだけ一緒に、同じ肩を組んでい

きたいと思っているんですけども。○○先生、それでよろしいでしょうか。

○○委員：そうですね。救急の委員会がないっていうような病院があるかどうかちょっ

とわからないのですが、通常は話し合う場が、普通はあるような気もするんで

すけどね。病院としてはそうでしょう。

○○委員：お言葉を返すようですけども、二次救急医療病院でも、そのあたりが曖昧な

ところがあるのではないかと思いますし、それはそれで現状がそうなのは仕方

がないと思います。その場合でも、病院のドクターは、決まったことは周知で

きるということが地域で必要であると御理解いただくということなのですが。

廣瀬会長：わかります。おっしゃるとおり間違ってないと思います。そこまで言ってし

まっていいんだろうかということで非常に私は悩んでいるわけですけども。今、

○○先生がおっしゃったとおりですね、きちっとそれぞれの病院がそういう体

制を整えていくのも当然必要なことですし、まだできていないとこはこれから

作っていただくということでよろしくお願いしたいと思います。他に何か御意

見はございますか。
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○○委員：○○病院の○○です。先ほどから二次救急医療病院の活性化ということが出

ておりますけども、我々も二次救急医療病院なのですが、１つには、これを活

性化して受け入れることになると転送の件数が多くなるだろうと思うのですね。

消防機関の皆さんには、一旦は受けて、やっぱり手の範囲を超えていたので診

られないとこが増えてくると思うので、その点の理解をあらかじめしていただ

いておくということが１つと、それから患者さんになりうる一般市民の方に、

運ばれたら最後まで全部診てくれるんだということでもないということを啓発

していただくことも必要ではないかと思います。

廣瀬会長：只今の、上り搬送が増えるだろうということですけれども、こちらの方は救

急側の方はよろしいでしょうか。これはもう当たり前やと私は思いますし、こ

れが一番の基本ですので、ここが崩れたら困りますので、よろしくお願いしま

す。 

○○委員：下りもあり得るのですか。

廣瀬会長：下りのことに関しましては、色々と問題がありまして、今回は触れていませ

ん。 

○○委員：○○消防の○○と申します。先のことをお伺いしたいんですけど、資料４で

実施基準の取扱い等の（８）ですが、策定後も必要に応じて見直しと検証を行

うということで、私どもの任期も平成２４年の２月８日まであるのですが、実

際に４月から運用開始という事でどうなるかという事になると思うのですが、

今後、大体でも結構ですからどういう形で見直し検証をされようとしているの

か教えていただきたい。

廣瀬会長：事務局どうぞ。

事 務 局：事務局の藤田です。その分につきましては、後ほど説明させていただく予定

でしたが、説明させていただきます。実施基準を、今年の４月１日に施行予定

ということで進めさせてもらっておりまして、その都度、見直しと検証を行う

ということで、見直しと検証につきましては、今後、実施基準策定部会でさせ

ていただきたいと思っております。当然、見直しに必要なデータ収集などの業

務もございますし、一番現場で活動されておられる救急救命士の方の御意見も

必要であろうかということもございますので、実施基準の策定部会で、今後は

見直しと検証をするという予定でおります。どのようなデータを集めてするか
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についてはこれから具体的に詰めていきたいと思っております。その点の御了

承をお願いいたします。

廣瀬会長：よろしいでしょうか、重要な部分ですので、それだけ欠かせないということ

でございます。他に何かございませんでしょうか。

○○委員：○○病院の○○と申します。このシステムで重要な役割をしていますのが救

急医療情報システムの入力が円滑に行われるかということかと思うのですけど

も、現状として二次救急医療病院での入力はどうなのでしょうか、順調にいっ

ているのでしょうか。そのあたりを心配しているんですけども。

事 務 局：二次救急医療病院には、一日のうち朝と夜の２回の入力をお願いしておりま

す。それにつきましては、各病院とも入力の方をしていただいておりますので、

状況に応じて情報の更新が必要であればしていただくというお願いは、引き続

きしておる状況でございます。

廣瀬会長：よろしいでしょうか。他にございませんか。熱心な議論をありがとうござい

ます。それでは、実施基準案につきましては、このとおり確定させていただき

ます。御了承願いたいと思います。今回確定いたします実施基準につきまして

は、メディカルコントロール協議会会長として知事に答申したいと思います。

よろしくお願いいたします。

（６）メディカルコントロール部会について

廣瀬会長：それでは、議題２、議題３と移らせていただきます。メディカルコントロー

ル部会についてでございます。事務局より説明をお願いいたします。

事 務 局：事務局の藤田でございます。資料６ですけれども、メディカルコントロール

部会について御説明をさせていただきます。資料６につきましては、現在のメ

ディカルコントロール協議会の構成図となっております。平成２２年２月に法

定協議会として滋賀県メディカルコントロール協議会を発足しております。そ

のもとに実施基準策定部会とメディカルコントロール部会を設置しております

が、今年度は、実施基準の策定が最優先ということで実施基準策定部会につき

ましては委員の推薦をいただきまして部会を立ち上げて検討させていただいた

ところでございます。しかし、メディカルコントロール部会につきましては、
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構成委員も決まってないという状況であります。このメディカルコントロール

部会につきましては、消防法改正前にありました滋賀県メディカルコントロー

ル協議会が、そのままメディカルコントロール部会になっております。従いま

して、事務としては、プレホスピタルケアや病院前救護体制の向上に関する事

項ということになっております。来年度以降、メディカルコントロール部会の

立ち上げをさしていただきまして、この部会でも検討する事項が来年度以降は

出てくると思いますし、心肺蘇生のガイドラインも変更になっておりますので、

現在、国の方でその検討が進められているということですので、来年あたりに

は県のＭＣ協議会で、その検討をしないといけないということもございまして、

来年度につきましては、メディカルコントロール部会を立ち上げたいと思って

おります。メディカルコントロール部会の委員につきましては、協議会の会長

から指名ということになっておりますので、後日また会長から指名をさしてい

ただくのですが、今回、構成委員をどのようにするのかということで、委員の

皆様に御意見をいただきたいなと思います。事務局で考えておりますのは、消

防法改正前に存在しましたメディカルコントロール協議会の構成委員と同じメ

ンバーでメディカルコントロール部会とするのが一番いいという思いがござい

まして、これまでの構成メンバーで言いますと各救命救急センター長と、関係

団体代表者ということで医師会、病院協会、消防長会と、また学識経験者と、

各地域メディカルコントロール協議会からの推薦者というような構成メンバー

でメディカルコントロール部会を立ち上げたいと思っております。この構成メ

ンバーにつきまして、委員の皆様に御意見をいただきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。

廣瀬会長：ありがとうございました。只今、事務局から説明がありましたメディカルコ

ントロール部会の構成員について、皆さん、事務局の案でよろしいでしょうか。

各 委 員：（異議なし）

廣瀬会長：特に、医療機関側もよろしいですか。異議がないようでございます。それで

はそのようにさせていただきます。それではメディカルコントロール部会の構

成については滋賀県メディカルコントロール協議会設置要綱第７条第２項に基

づき、後日、私から示させていただきますので御了承願います。それでは、議

題２の（４）その他に移らせていただきます。事務局から何かございますでし

ょうか。
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（７）その他

事 務 局：今後、実施基準策定後の見直しと検証につきましては、実施基準策定部会で

させていただくということであります。救急医療システムについてでございま

すが、実施基準に定めます緊急性と専門性の医療機関リストにつきましては、

救急医療情報システムに反映させられるように作業をすすめていくということ

でございますのでお願いします。その他につきましては、以上でございます。

廣瀬会長：事務局として先ほども申し上げたとおりでございます。何か追加の御発言は、

ございますでしょうか。

○○委員：実施基準（案）の概要の資料４に、第７号が加わっているのですが、実施基

準としては第７号も加えた形で答申ということになるのですね。第７号は、部

会での議論が全然なかったので、とってつけたように見えるのですが。

事 務 局：事務局の藤田です、第７号のその他の基準につきましては、この部分を外し

た形で、要は、資料５の第１号の分類基準から第６号の受入医療機関確保基準

までの内容について、ＭＣ協議会会長名で知事へ答申していただきます。その

答申を知事が受けまして、この第７号のその他の基準の都道府県が定める事項

を付け加えて実施基準を作成し決裁を得て、本年４月１日から運用の実施基準

につきましては、資料５に第７号のその他の基準が加わった形のものが最終の

県で定める実施基準という形になります。

○○委員：４月１日に第７号が加わった形となるのですか。

事 務 局：そうです。 

○○委員：第７号は、どなたが決められるのですか。議論が十分にできてないように思

えるのですが。

廣瀬会長：第７号については、これからです。

○○委員：そうですよね。４月１日に付け加えてですか。

事 務 局：そうです。
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廣瀬会長：間に合いますか。

事 務 局：間に合うようにやっております。

廣瀬会長：時間的に切迫していますが。

事 務 局：第７号につきましては、あくまで都道府県で定める事項でありまして、県の

関係者の中で、この部分の案を検討さしていただいて知事の決裁を得て付け加

えたいと思っています。当初、７月の２回目の実施基準策定部会で実施基準の

案を示す時に、この第７号を付けるかどうかの話もあったのですけども、これ

は県で定める事項ということで、協議会で検討する事項ではないとして外させ

てもらっております。第７号につきましては、ＭＣ協議会に諮るということで

なく、都道府県の関係機関の中で内容を決めさせてもらいまして、知事の決裁

を得るという予定でおります。

○○委員：第７号は、策定している県が多いのですか。

事 務 局：消防法で第７号を策定することが決まっております。

廣瀬会長：時間があまりないのですけれど、ドクヘリに関しましては。その他に何かご

ざいますでしょうか。なければ、本日の議題は以上でございます。本日は、大

変熱心な御協議をいただきましてありがとうございます。本日は、今回の実施

基準の案ということで、御了承いただいたということに関しまして厚く御礼を

申し上げます。先ほど事務局から申し上げましたとおり、今月中に知事に答申

をして決裁をいただき、４月１日からの運用ということで進めていかせていた

だきます。実際に運用してみた中で、問題が出てくるかもわかりません。その

場合は、実施基準策定部会で検討して改正できるとこは改正するという方向で

進めたいと思います。本日は、誠にありがとうございました。

事 務 局：委員の皆様には、本当に熱心な御議論をいただきましてありがとうございま

した。これをもちまして、本日の会議を終了させていただきます。本当にあり

がとうございました。


